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ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    
 

本市においては、「行財政改革」の取組みに関する考え方や方向性を示すものとし

て平成１８年３月に「鹿屋市行政経営改革大綱」（以下、「大綱」という。）を策定

しました。 

 また、大綱に基づく平成１７年度から平成２１年度までの具体的な実施計画として、

平成１８年６月に「鹿屋市集中改革プラン」を作成しました。 

 この改定版は、具体的取組の進捗状況を踏まえて整理するとともに、新たな取組を

追加したものです。 
 

ⅡⅡⅡⅡ    集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン策定策定策定策定のののの基本方針及基本方針及基本方針及基本方針及びびびび行政経営改革大綱行政経営改革大綱行政経営改革大綱行政経営改革大綱のののの推進方針推進方針推進方針推進方針 

 

 １１１１    集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン策定策定策定策定のののの基本方針基本方針基本方針基本方針 

 

 （１） 本プランは、新市の行財政改革を推進するため策定した「鹿屋市行政経営

    改革大綱」（平成１８年３月策定）に基づき、具体的な取組を計画的に推進

    するとともに、平成１７年３月に総務省が発表した「地方公共団体における

    行政改革の推進のための新たな指針」で示された「集中改革プランの公表」

    に対応するために策定するものです。 

 

 （２） 本プランの計画期間は、「鹿屋市行政経営改革大綱」及び国が示した集中

改革プランの実施時期にあわせて、平成１７年度から平成２１年度までの５

年間とします。 

 

 ２２２２    行政経営改革大綱行政経営改革大綱行政経営改革大綱行政経営改革大綱におけるにおけるにおけるにおける推進方針推進方針推進方針推進方針 

 

   今後見込まれる厳しい財政状況を克服し、市民本位・市民主体の自治を再構築す

るため、「市民本位」・「協働」・「自主性・自立性」・「民間的経営手法の導入」

の４つの視点を踏まえて、つぎの３つの推進方針に沿って行政経営改革を推進して

いくものとします。 

 

  １１１１    経営感覚経営感覚経営感覚経営感覚にににに基基基基づくづくづくづく行政経営行政経営行政経営行政経営のののの実現実現実現実現  

 

    社会情勢の急激な変化に対応し、多様化する行政ニーズに的確に応えられる

行政経営を行っていくためには、迅速で柔軟な行政経営体が不可欠です。 

    職員の意識の変革を図りつつ、また、市民に分かりやすい形で積極的に情報

提供を行うとともに、情報の共有化を進め、成果の重視される行政経営の実現

を目指します。 
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  ２ 行政の担うべき役割の重点化と市民との協働の推進  
 
    肥大化した行政の守備範囲に対応するため、公共サービス提供にかかる行政

と市民との役割分担を明確にします。 
    地域が有する人材や施設などの経営資源を有効に活用するとともに、行政と

   市民が相互に補完し、公共サービスを形成してサービスの質を高め、地域の価

   値を高めていきます。そして、それぞれが責任を持って、協力して行財政改革

   を進めるシステムづくりを目指します。 
 
  ３ 自主性・自立性の高い財政運営の確保  
 
    自主財源の割合が伸び悩み、交付税などの依存財源に頼らざるを得ない財政

   状況のもと、経費の節減合理化による財政の健全化や歳入にみあった行政執行

   の確保など、財政的自立の確保を目指します。 
    また、町内会などの地域コミュニティ組織や市民団体、ＮＰＯなどの公共的

   役割を担う市民団体についても、自主・自立を求めるとともに、これを前提と

   した支援体制の構築を検討します。 
 
  ３ 推進にあたっての留意事項 

 

  （１） このプランに掲げる具体的な実施項目は、主管となる部署を明確にし、当
    該部署が計画期間内に、積極的かつ計画的に推進するものとしています。 

 

  （２） プランの実施項目については、毎年度進捗状況を検証することとし、必要
    に応じて実施年度などの変更を行うなど、弾力的な運用を図ることとします。 

 

  （３） このプランの推進にあたっては、毎年度進捗状況を広報誌やホームページ
等で公表することとし、適宜、市民等の意見・要望等を踏まえて実施するこ

ととします。 



大綱における推進方針、大項目及び中項目 継続 新規 終了
分割 統合 計

計
見直しに伴う減

Ⅲ　集中改革プラン具体的な取組項目総括表

　平成18年６月に策定した鹿屋市集中改革プランでは、鹿屋市行財政改革大綱（平成18年３月策定
）に基づいた具体的な取組みを示す平成17年度から平成21年度までの計画を掲載しています。
　今回、このプランを見直し、今後新たに取り組む事項を加えるとともに、別の項目と重複するもの等
を整理しました。

継続
(変更)

1　経営感覚に基づく行政経営の実現 31 1 7 1 6 7434

（1）効率的・効果的な行政経営 12 1 7 3 3244

①　経営権限の明確化 2 31

②　フラットな組織 3 3

③　本庁と支所との連携 2 1 1 13

④　事務・事業の見直し 4 1 6 1 1132

⑤　情報提供と情報の共有化 1 1 121

（2）定数管理及び給与の適正化 6 1 1 26

①　定員管理の適正化 2 1 1 22

②　給与等の適正化 4 4

（3）人材育成の推進 11 11

①　人事システムの再構築 3 3

②　人事管理制度の再構築 4 4

③　研修制度の充実 4 4

（4）チェック機能の強化 2 2 22

2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 13 8 1 264

（1）行政の担うべき役割の重点化 7 7

①　施設の民営化等 4 4

②　地方公営企業の経営健全化 3 3

（2）市民との協働 13 1 1 194

①　民間活力の有効活用 6 1 81

②　指定管理者制度の活用 2 2

③　PFI事業の導入 22

④　第三セクター等への適正関与 4 4

⑤　市民団体への支援・連携 1 21

⑥　パブリックコメント制度の導入 1 1

3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 17 3 3 1 1241

（1）歳入の確保と経費節減 15 2 2 1 1201

①　財政健全化のための計画策定 2 1 3

②　財政運営の健全化 2 2 1 14

③　自主財源の確保 7 1 91

④　受益者負担の適正化 2 2

⑤　内部管理経費の節減 2 2

（2）補助金等の整理・合理化 1 1 2

（3）公共工事コストの縮減等 2 2

61 12 11 1 7 8合　　　計 93

※　見直し前の具体的取組みの数は、89項目（内訳：継続61、継続(変更)9、終了11、見直しに伴う減8項目）である。
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◎改定に当たって新規に追加したもの、整理したもの等

新規 12件
1(1)④14 総合窓口導入の検討

2(1)①1 市立保育所の民営化

2(1)①2 寿光園の民営化

2(1)①3 市立幼稚園の整理･統合

2(1)①4 看護専門学校のあり方の調査・検討

2(1)②1 鹿屋市水道ビジョンの策定（事業計画、財政計画）

2(1)②2 簡易水道事業統合計画（輝北分）

2(1)②3 水道事業の民営化の調査・検討

2(2)①8 窓口業務等公共サービスの見直し

3(1)①7 公会計制度改革への対応

3(1)②9 ふるさと納税への対応

3(2)_2 補助金、負担金の見直し

終了 11件
1(1)③3 東京事務所のあり方の検討

1(1)④ 5 住民票・諸証明等自動交付機の設置

1(1)④ 6 電気・水道・電話料金の口座振替による支払い

1(1)④ 8 会計事務手引書の改訂・作成

1(1)④ 9 文書事務手引書の改訂・作成

1(1)④11 督促電話支援システムの導入

1(1)④12 税情報等の充実・データベース化

2(2)⑥1 パブリックコメント制度の導入・実施

3(1)①1 予算編成の枠配分方式の導入

3(1)①2 予算編成時におけるインセンティブ方式の導入

3(2)_1 補助金交付要綱の整備

別項目に統合 7件
1(1)③2 総合支所機能の見直し 1(1)③1に統合

1(1)④ 2 事務事業の再編・整理 1(1)④ 1に統合

1(1)⑤2 ホームページを活用した情報提供や交流 1(1)⑤3に統合

1(2)①1 定員適正化計画の策定 1(2)①2に統合

1(4)_1 行政評価による各課での自己評価の実施 1(1)④ 1に統合

1(4)_2 評価結果の公表（市民による監視の強化） 1(1)④ 1に統合

3(1)①5 単独事業扶助費の見直し 3(1)①4に統合

別項目に分割 1件
1(2)①4 トータル人事システムの構築 人事管理関係の各項目に分割

継続（変更） 9件
1(1)①3 庁議等の見直し

1(1)④ 7 土地家屋補充台帳備え付けの見直し

1(1)④13 遊休農地台帳の整備

1(1)⑤3 ホームページによる情報提供（各課のHP作成）

2(2)①6 市道の除草伐採業務の町内会等への委託

2(2)③1 PFI事業実施に関する基本方針（仮称）の策定

2(2)③2 PFI個別事業の導入検討

2(2)⑤2 市民活動団体等への支援方策の実施

3(1)②6 公金預金の安全・確実かつ有利な管理
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Ⅳ　集中改革プラン実施計画書

大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （1）効率的・効果的な行政経営 関係課 総務課・企画調整課

　　〃　　中項目 ①　経営権限の明確化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　スピーディな意思決定、市民ニーズへの迅速な対応などの視点から、市民に分かり

　やすく、柔軟で即応性に優れた組織機構に再編する。

・　各職員の権限と責任を明確化するという視点から、合議制度の廃止や決裁権限の

　下位移譲など事務決裁規程の見直しを継続的に行う。

・　総合支所は、原則として事務決裁が支所完結するよう組織や決裁規程の見直しを進める。

・　意思決定の迅速化や決定事項の迅速性を向上させるという視点から、庁議など意思

　決定に関する手続きの見直しを行う。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続行財政改
革推進本
部

事務決裁規程の
見直し（合議制
度を含む）

検討・実施
・事務決裁規
程の改正

検討・実施
・事務決裁規
程の改正

検討・実施
・事務決裁規
程の改正

1

継続行財政改
革推進本
部

人員の枠配分方
式の導入

行政評価シス
テムとの連動
を前提として
検討・一部試

行

一部試行 実施 実施2

継続（変
更）

企画調整
課

庁議等の見直し 検討整理 ガイドライン
（案）の庁内
協議・調整

ガイドライン
の制定

3

期待する効果

・　人事や予算、政策に関する各職員の権限と責任を明確にすることで、市民ニーズの

　迅速な把握や政策へのフィードバックが進むと見込まれる。

・　市民ニーズの把握による行政サービスの向上、迅速化によるコスト削減が期待される。
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大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （1）効率的・効果的な行政経営 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ②　フラットな組織 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　地方分権に的確に対応し住民の高度化・多様化のニーズに対応できる組織機構の

　整備をはかる。組織については「スピード」が最優先され素早く対応することが求めら

　れており、効率的な組織機構の充実に努める。

・　総務部のみで実施されている班制度を全庁的に導入し、意思決定の迅速化と組織

　横断的な事務事業の推進を図る。

・　組織のスリム化と意志決定の迅速化を図るため、各種委員会・審議会等の見直しを

　行う。　

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続行財政改
革推進本
部

組織の再編・整
理

組織機構にお
ける問題点の

把握

組織機構改革
方針の策定

組織の統廃合 組織の統廃合1

継続行財政改
革推進本
部

班制度の全庁的
な導入

旧鹿屋市にお
ける班制度問
題点の把握

組織機構改革
方針の策定
(班制度の導
入）

総務部以外で
の

一部試行 　
　

方針を決定2

継続行財政改
革推進本
部

各種委員会・審
議会等の見直し
検討

各種委員会、
審議会等の見
直し検討

審議会等の統
廃合・委員報
酬の見直し

審議会等の統
廃合・委員報
酬の見直し

3

期待する効果

・　組織運営や事務処理の効果的、効率的な運営と合理化が図れる。
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大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （1）効率的・効果的な行政経営 関係課 市民課

　　〃　　中項目 ③　本庁と支所との連携 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　組織や事務処理の効率的、効果的な運営をはかるため、本庁と地域自治区の

　事務所である総合支所との連携を検討するとともに、総合支所の機能を再検討

　する。

・　出先機関の機能を検証し、統廃合を含めた方向性を整理する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続行財政改
革推進本
部
企画調整
課

本庁と総合支所
との連携

現在配置の専
門職員の把握

本庁と支所の
事務分掌の整
理及び事務マ
ニュアルの策

定

一体的な組織
の再編
　　　　

方向性を整理
　　　　

1

1(1)③1に
統合

行財政改
革推進本
部
企画調整
課

総合支所機能の
見直し

2

終了企画調整
課
行財政改
革推進本
部

東京事務所のあ
り方の検討

検討 ６月末廃止3

継続行財政改
革推進本
部
市民課

出張所・サービ
スコーナーの統
廃合

検討 検討 統合・廃止を
含めた機能の
見直しの方向
性を整理

4

期待する効果

・　組織運営や事務処理の効果的、効率的な運営と合理化が図れる。

・　出先機関は廃止縮小を前提として調整を進め、維持管理経費の削減を図る。

　　なお出張所とサービスコーナーの年間の維持管理費の50％以上を圧縮したい。

・　東京事務所を廃止した。
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大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 企画調整課

取組みでの大項目 （1）効率的・効果的な行政経営 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ④　事務・事業の見直し 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　全庁的なPDCAサイクルによる事務事業の推進を前提に行政評価システムを導

　入する。導入に当たっては、予算・人事・政策を連動させ、予算や人事の枠配分

　方式を導入するとともに、各課のサービス改善や事務改善を促す。

・　すべての事務事業について、市が行うべき事項であるかを勘案し、廃止・統合を含めた

　検討を行う。

・　庶務事務を部主管課へ集中させ、部長のマネジメント能力発揮に必要な各種情報を

　集約する。また、電子決裁システムを導入し、意思決定の迅速化と事務処理時間の

　短縮化を図る。

・　各種事務処理のマニュアル化を行い、均一・統一的な事務処理の推進を図る。

・　県からの権限移譲については、市民サービスの向上という視点から受入方向で

　調整する。ただし、事務体制の都合から平成19年度以降段階的に受け入れるも

　のとする。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続企画調整
課

行政評価システ
ムの導入

（一部事務事
業について行
政評価実施）

導入計画の策
定

一部試行

一部実施 一部実施 全庁的に実施1

1(1)④ 1
に統合

企画調整
課

事務事業の再
編・整理

2

継続行財政改
革推進本
部

庶務事務の部主
管課への集中配
置

検討
一部試行的実

施

検討
一部試行的実

施

段階的実施 段階的実施3

継続情報行政
課

電子決裁システ
ムの導入

一部実施 一部実施 ・実施 ・実施4

終了市民課住民票・諸証明
等自動交付機の
設置

検討 導入 実施
税証明追加の

検討

利用率の向上 利用率の向上5

終了出納室電気・水道・電
話料金の口座振
替による支払い

検討 実施 実施 実施6

継続（変
更）

税務課土地家屋補充台
帳備え付けの見
直し

検討 検討 検討 一部実施7

終了出納室会計事務手引書
の改訂・作成

検討 改訂・作成8

終了総務課文書事務手引書
の改訂・作成

検討 改訂・作成9

継続行財政改
革推進本
部
関係各課

権限移譲の対応 ・権限移譲受
入方針の確定
（４月）

・次年度受入
事務の確定
（９月）

・権限移譲受
入方針の確定
（４月）

・次年度受入
事務の確定
（９月）

・権限移譲受
入方針の確定
（４月）

・次年度受入
事務の確定
（９月）

・権限移譲受
入方針の確定
（４月）

・次年度受入
事務の確定
（９月）

10

終了収納管理
課

督促電話支援シ
ステムの導入

検討 導入・運用 導入・運用 運用 運用11

終了税務課税情報等の充
実・データベー
ス化

検討・データ
化

運用 運用 運用12

継続（変
更）

農業委員
会

遊休農地台帳の
整備

遊休農地解消
の基本調査実
施・事業計画

作成

遊休農地解消
対策協議会設

置
鹿屋市全地域
の遊休農地調

査

遊休農地地図
情報システム

構築
遊休農地台帳
の情報整備

遊休農地台帳
の情報整備
（台帳随時調

査）

13
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実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

新規情報行政
課

総合窓口導入の
検討

調査・検討
(自治体EAの
検討）

実施14

期待する効果

・　今後導入する「行政評価システム」や「定員適正化計画」によって予算や人員の枠

　配分を導入することで、現課における改革意識を高め、部・課長のリーダシップによる

　具体的な事務改善を引き出す。

・　組織機構の見直しについて方針は提示するが、統廃合の判断については各部課に

　委ねる。また職員の削減率に相当する課数の削減を促進し、事務の効率化を促す。

※　ＰＤＣＡ　→　Ｐｌａｎ　Ｄｏ　Ｃｈｅｃｋ　Ａｃｔ（ﾌﾟﾗﾝ　ﾄﾞｩｰ　ﾁｪｯｸ　ｱｸﾄ）の略。
　　　　　　　　　　 業務改善などを継続的に行うため、計画、実行、評価、改善のプロセスを順に実施する経営管理手法。　

大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 情報行政課

取組みでの大項目 （1）効率的・効果的な行政経営 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ⑤　情報提供と情報の共有化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　各部・課における広報・広聴の取り組みを強化し、電子自治体の構築に努める。

・　インターネットを利用した電子申請システムの導入を図る。

・　ホームページを活用した情報提供や交流を促進する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続情報行政
課

電子申請システ
ムの導入

オンライン化
条例制定

電子申請業務
の選定

運用 運用 運用 運用1

1(1)⑤3に
統合

情報行政
課
関係各課

ホームページを
活用した情報提
供や交流

2

継続（変
更）

情報行政
課
関係各課

ホームページに
よる情報提供
（各課のHP作

旧１市３町HP
からの情報収

集

１５課
市民と関わり
の深い課を優
先的にHPを作
成する

３０課
その他の課の
ＨＰ作成

全課からの情
報発信体制の

確立

サイトポリ
シーの策定及
び適用

3

期待する効果

・　いつでも、どこでも、だれもが自宅や職場に居ながら申請や届けができるとともに

　情報の享受・交流が行えるため、利便性の向上が図れる。
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大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 総務課

取組みでの大項目 （2）定数管理及び給与の適正化 関係課 行財政改革推進本部

　　〃　　中項目 ①　定員管理の適正化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　合併による新市の職員数について、将来的には類似団体と同程度まで削減する。

・　平成22年度当初の職員数については、合併前の1,069人から７％以上を削減する。

・　臨時職員についても、平成22年度当初までに２0％を削減する。

・　職員の減少を補うため、組織見直しや協働の推進など、必要な改善を行うと共に、

　職員研修の充実や能力に基づく給与制度の導入などプロ人材を育成するトータル

　人事システムを整備する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

1(2)①2に
統合

行財政改
革推進本
部

定員適正化計画
の策定

1

継続総務課職員定員数（各
年度4月1日）の
削減

（1,069人） 目標1,034人
実績1,034人

目標1,029人
実績1,021人

目標1,016人
実績  991人

目標  975人

H32目標700人

2

継続総務課臨時職員数の削
減

目標461人
実績

目標450人
実績

目標435人
実績

目標400人
実績

目標365人

Ｈ22目標361人

3

人事管理
関係の各
項目に分
割

総務課トータル人事シ
ステムの構築

4

期待する効果

・　職員数と臨時職員数に上限を設定することで、人件費を削減するとともに、サービ

　スの維持改善を前提とした業務の合理化や、ＩＣＴ化、指定管理者制度など協働の

　推進を図る。

・　総務課を中心とする職員研修の強化とともに職場内研修を推奨し、プロ人材の育成

　を図るとともに、ＣＳ運動などの導入によって各課におけるサービスの改善を図る。

※　ＩＣＴ　→　情報通信技術　　　　　　　　　※　ＣＳ運動　→　顧客の満足度を高めようとする内部取り組み　　　
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大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 総務課

取組みでの大項目 （2）定数管理及び給与の適正化 関係課 行財政改革推進本部

　　〃　　中項目 ②　給与等の適正化 実施期間 H18～H21

中項目の具体的な内容

・　給与制度改革に伴う給与水準、給料構造、及び勤務実績に基づく処遇等への

　見直しを行う。

・　通勤手当・住居手当・特殊勤務手当を国や類似団体等に準じた見直しを行う。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続総務課給与制度の見直
し

新制度給料表
への切り替え
(給料表4.8%
引き下げ)

査定昇給等新
たな人事評価
ｼｽﾃﾑの導入検

討

一部試行 実施1

継続総務課諸手当等の見直
し

検討 実施 実施 実施 実施2

継続総務課臨時職員の雇用
形態の見直し

一部実施 実施 実施 実施3

継続総務課特別職報酬及び
非常勤職員の報
酬検討

検討 決定 検討 検討4

期待する効果

・　給与制度改革の完成により、人件費の抑制を図ることができる。

・　人事評価システムの確立により、業務の効率化が期待できる。

大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 総務課

取組みでの大項目 （3）人材育成の推進 関係課 行財政改革推進本部

　　〃　　中項目 ①　人事システムの再構築 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　今後の分権社会に対応する職員の能力開発と資質向上を目的に、トータル

　人事システムの構築を図り、今後の自治体に求められる職員像を明確化し、

　効果的な人事制度及び研修等に係る各種施策を年次的かつ、計画的に推進

　する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続総務課諸方針の策定
（人材育成・職
員採用・人事異
動・職員評価

人材育成基本
方針等の策定

実施

職員評価方針
等の策定

実施

実施

実施

実施

1

継続総務課職員評価制度の
調査・検討

調査
検討

調査
検討

実施 実施2

継続総務課職員評価に係る
管理職及び職員
個々のマネジメ
ント能力の強
化。職員個々の
マネジメント能
力の向上。

調査・検討　

行政経営実施
自治体の調
査・研修

研修･PDCAｻｲｸ
ﾙに基づく事
務事業の推進

実施

実施

実施

実施

実施

3

期待する効果

・　「人材育成基本方針」等に基づき、今後の職員の能力開発に係る基本的な

　事項を明確化するとともに、人事管理及び職員研修等に係る諸施策を体系化

　し、総合的かつ計画的な推進することが出来る。

※　マネジメント　→　組織や事業を経営・管理・運営するための手法。
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大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 総務課

取組みでの大項目 （3）人材育成の推進 関係課 行財政改革推進本部

　　〃　　中項目 ②　人事管理制度の再構築 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続総務課任用制度の見直
し

検討 検討 実施 実施1

継続総務課希望降格制度の
導入

検討 実施 実施 実施2

継続総務課異動基準等の明
確化

検討 実施 実施 実施3

継続総務課自己申告制度の
効果的活用

検討 実施 実施 実施4

期待する効果

・　「人材育成基本方針」等に基づき、今後の職員の能力開発に係る基本的な

　事項を明確化するとともに、人事管理及び職員研修等に係る諸施策を体系

　化し、総合的かつ計画的な推進することが出来る。

大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 総務課

取組みでの大項目 （3）人材育成の推進 関係課

　　〃　　中項目 ③　研修制度の充実 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　トップマネジメントを支える職員の意識改革を図ることを目的とし、管理職

　研修や職場研修などを充実させることにより、職員一人ひとりのマネジメント

　能力を高め、意識改革を図る。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続総務課階層別職員研修
計画の策定

検討 実施 実施 実施1

継続総務課行政経営に係る
管理職研修の実
施

検討 実施 実施 実施2

継続総務課ＣＳ運動を含む
ＯＪＴの定着化

調査・検討 一部実施 実施 実施3

継続総務課自己啓発に係る
支援策の充実

調査･検討 実施 実施 実施4

期待する効果

・　「人材育成基本方針」に基づき、今後の職員の能力開発に係る基本的な

　事項を明確化するとともに、人事管理及び職員研修等に係る諸施策を体系

　化し、総合的かつ計画的な推進することが出来る。

※　ＯＪＴ　→　On　the　Job　Trainingの略。　企業内で行われる職業指導手法の１つで、上司や先輩が部下や後輩に対し、
　　　　　　　　具体的な仕事を通じて、仕事に必要な知識・技能・態度などを計画的・継続的に指導し、全体的な業務処理
　　　　　　　　能力や力量を育成する活動。

12



大綱における推進方針 1　経営感覚に基づく行政経営の実現 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （4）チェック機能の強化 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ①　チェック機能の強化 実施期間 H18～H21

中項目の具体的な内容

・　PDCAサイクルに基づき事務事業を推進するにあたり、自浄作用の強化や補完を強化す

　るとともに市民への説明責任を果たすため、組織内・外のチェック機能を強化するもの。

・　PDCAサイクルによる事務事業の評価、2次評価の実施

・　行政評価結果の公表を行うことで、市民による監視機能を強化

・　外部監査制度の導入検討

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

1(1)④ 1
に統合

企画調整
課

行政評価による
各課での自己評
価の実施

1

1(1)④ 1
に統合

企画調整
課

評価結果の公表
（市民による監
視の強化）

2

継続行財政改
革推進本
部
監査委員
事務局

外部監査制度の
導入検討

調査、検討 検討
導入可否決定

3

継続行財政改
革推進本
部

議会・監査によ
る内部チェック
機能の強化

調査、検討 適用 適用 適用4

期待する効果

・　数値目標を設定した政策評価を各部・課で実施することで、事務事業の一層の改善、

　推進が図れる。また、2次評価を受けることで、より客観的な評価ができる。

・　市民の評価に付することで、市民の目線にあった行政経営改革を推進できる。

※　外部監査制度　→　自治法第252-27等に基づき、外部の公認会計士などにより監査を受ける制度。
　　　　　　　　　　　　　　　（都道府県、政令指定都市、中核市は義務づけ）
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大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （1）行政の担うべき役割の重点化 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ①　施設の民営化等 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・市立保育所、寿光園及び私立幼稚園については、民間事業者でも運営できることから、民営化

を前提に管理運営のあり方を見直す。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

新規福祉政策
課
子育て支
援課

市立保育所の民
営化

プロジェクト
チームの設置

運営基本方針
の決定

関係条例等の
改正

1

新規福祉政策
課
高齢福祉
課

寿光園の民営化 プロジェクト
チームの設置

運営基本方針
の決定

関係条例等の
改正

2

新規学校教育
課

市立幼稚園の整
理･統合

調査･検討 運営基本方針
案の作成

運営基本方針
の決定

3

新規学校教育
課

看護専門学校の
あり方の調査・
検討

調査・検討 調査・検討4

期待する効果

・施設の維持管理費及び総人件費の抑制が期待される。

大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 業務課

取組みでの大項目 （1）行政の担うべき役割の重点化 関係課 工務課・配水管理課

　　〃　　中項目 ②　地方公営企業の経営健全化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・ライフラインの根幹をなす水道事業においては、経営の基本原則を念頭に、企業の経

済性を発揮し「安全で安心できる水」を将来にわたり「安定して」供給していくことが求め

られている。

・そのためには、将来を見据えた事業計画や財政計画の策定等による経営基盤の強化

が必要である。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

新規業務課
工務課

鹿屋市水道ビ
ジョンの策定
（事業計画、財
政計画）

策定 実施 実施1

新規業務課簡易水道事業統
合計画（輝北
分）

計画策定2

新規業務課水道事業の民営
化の調査・検討

調査・検討 調査・検討3

期待する効果

・「安全で安心して飲める水を将来にわたり安定して供給すること｣が水道事業の使命で

あり、当該取組みによりその使命を達成できる。
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大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （2）市民との協働 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ①　民間活力の有効活用 実施期間 H18～

中項目の具体的な内容

・　市役所業務の中で、民間の経営資源を活用したほうが効率的・効果的なものに

　ついては、業務委託を一層推進する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続市民課住民票・諸証明
等事務の郵便局
等への委託

検討 検討 導入可否の決
定

1

継続健康保険
課

レセプト点検事
務の委託

検討 検討 検討2

継続情報行政
課

ヘルプデスクの
導入検討

検討 導入可否の決
定

3

継続総務課窓口業務の人材
派遣会社への委
託

検討 検討 導入可否の決
定

4

継続総務課給与支払い事
務・研修事務の
委託

検討 検討 導入可否の決
定

5

継続（変
更）

道路建設
課

市道の除草伐採
業務の町内会等
への委託

検討 検討 実施6

継続教育総務
課

学校給食調理業
務等の外部委託
（給食セン
ター）の検討

検討 検討 導入可否の決
定

7

新規行財政改
革推進本
部

窓口業務等公共
サービスの見直
し

調査・研究 条例等の手続
きの整備

8

期待する効果

※　ヘルプデスク　→　情報機器の使い方やトラブルに、電話やメールあるいは現場出向などで対応するサービス。　
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大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （2）市民との協働 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ②　指定管理者制度の活用 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・  指定管理者制度の導入により、民間事業者等の経営ノウハウ等が活用され、

　一層の市民サービスの向上、効率的な施設運営が期待される施設については、

　積極的に導入を推進する。

・　指定管理者移行計画に基づき、公の施設（339施設）のうち、60%以上の施設

　について、その管理運営を指定管理者制度に移行する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続行財政改
革推進本
部
関係各課

施設のあり方の
検証

総体的な検証 施設所管課に
よる施設の検

証

施設所管課に
よる施設の検

証

施設所管課に
よる施設の検

証

施設所管課に
よる施設の検

証

1

継続行財政改
革推進本
部
関係各課

指定管理者制度
の導入実施

・H17.3 運用
指針策定

・H18.3 移行
計画策定

・制度導入　
１施設

・制度導入対
象施設

　４１施設

・制度導入対
象施設

　１５７施設

・制度導入対
象施設

　　２６施設

・制度導入対
象施設

　１０５施設
全施設の60％
に指定管理者
制度を導入

2

期待する効果

・　設置目的の効果的、効率的達成が図れる。

・　市民サービスの向上が見込まれる。

・　地域団体等が指定管理者となることでの地域の活性化が図れる。

・　管理運営経費の節減が期待できる。　等

※　指定管理者制度　→　公の施設の管理について、地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」に管理運営を代行させる
　　　　　　　　　　　　　　　　制度。(自治法242-2）
※　指定管理者移行計画　→　鹿屋市の「公の施設」に関し、指定管理者制度への移行の有無、時期などについて定めた計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画。(平成18年3月策定）
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大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 企画調整課

取組みでの大項目 （2）市民との協働 関係課

　　〃　　中項目 ③　PFI事業の導入 実施期間 H18～

中項目の具体的な内容

（1）ＰＦＩ事業実施に関する基本方針(仮称）の策定

（2）個別事業の実施

　①事業の発案（民間事業者からの発案を含む）

　②実施方針の策定及び公表

　③特定事業の評価・選定、公表

　④民間事業者の募集、評価・選定、公表

　⑤協定等の締結等

　⑥事業の実施、監視等

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続（変
更）

企画調整
課

PFI事業実施に関
する基本方針
（仮称）の策定

案の検討 策定 職員・企業等
への周知 職員・企業等

への周知

1

継続（変
更）

企画調整
課
関係各課

PFI個別事業の導
入検討

随時、特定事
業の発意が
あった時に個
別に着手

随時、特定事
業の発意が
あった時に個
別に着手

2

期待する効果

・　民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、民間事業者の自主性と創意工

　夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に公共性のある事業を実施することがで

　きる。

※　ＰＦＩ　→　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ(ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ　ﾌｧｲﾅﾝｽ　ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）の略称。
　　　　　　　　公的部門による社会資本の整備・運営に、民間資本や経営ノウハウを導入し、民間主体で効率化を図ろうという
　　　　　　　　政策手法。　
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大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 財政課

取組みでの大項目 （2）市民との協働 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ④　第三セクター等への適正関与 実施期間 H18～

中項目の具体的な内容

・　団体設立の目的や役割あるいは第三セクター等が実施している事業の有効性を

　再検証し、当該団体の経営の効率化を図るとともに、存続についても検討する。　

・　人件費、財務状況等の公表を要請する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続財政課　土地開発公社
（市出資額500万
円・市出資比率
100％）

調査・検討 経営効率化施
策の協議・一
部実施

存続の方向性
決定

経営効率化施
策の実施

1

継続公園課
建設維持
課(輝北)

輝北まちづくり
公社（市出資額
5,000万円・市出
資比率100％）

調査・検討 経営効率化施
策の協議・一
部実施

存続の方向性
決定

経営効率化施
策の実施

2

継続産業振興
課(輝北)

輝北農業公社
（市出資額3,500
万円・市出資比
率70％）

調査・検討 経営効率化施
策の協議・一
部実施

存続の方向性
決定

経営効率化施
策の実施

3

継続中心市街
地活性化
推進本部

㈱まちづくり鹿
屋（市出資額500
万円・市出資比
率50％）

調査・検討 経営効率化施
策の協議・一
部実施

存続の方向性
決定

経営効率化施
策の実施

4

期待する効果

※　第三セクター　→　地方公共団体(第一セクター）と民間事業者（第二セクター）との共同出資で設立された法人。　

大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 行財政改革推進本部

取組みでの大項目 （2）市民との協働 関係課 市民活動推進課

　　〃　　中項目 ⑤　市民団体への支援・連携 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　個々の市民をはじめ、町内会やＮＰＯなど市民活動を行う団体、あるいは事業者

　といった市民と行政が、それぞれの機能に応じた役割を分担し、協働してまちづくり

　を進めていくため、ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ制度の研究や市民活動団体等への支援を実施する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続市民活動
推進課

パートナーシッ
プ制度の研究

調査・検討 調査・研究 調査・研究1

継続（変
更）

市民活動
推進課

市民活動団体等
への支援方策の
実施

調査・検討 調査・研究 支援事業の実
施

2

期待する効果

※　ＮＰＯ　→　Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ　Organizationの略。ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を指す。
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大綱における推進方針 2　行政の担うべき役割の重点化と協働の推進 主管課 企画調整課

取組みでの大項目 （2）市民との協働 関係課

　　〃　　中項目 ⑥　パブリックコメント制度の導入 実施期間 H18～

中項目の具体的な内容

・　パブリックコメント手続（市民意見提出手続）を制度化・実施し、これまで以上に

　市民との協働・共生のまちづくりを推進する。

【取り組み】

　○パブリックコメント手続要綱の制定

　○庁内実施体制の構築

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

終了企画調整
課

パブリックコメ
ント制度の導
入・実施

調査・検討 庁内協議
要綱制定

庁内・市民周
知
実施

実施 実施 実施1

期待する効果

・　市の基本的な政策等の形成過程の公正性や透明性等の確保

・　市政への市民参画の機会拡大

・　市民に対しての市の説明責任を果たすこと

・　政策形成過程において、意思決定のための参考意見が充実すること

※　パブリックコメント　→　政策決定について、立案の時点から市民の意見や情報の提出をもとめること。

大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （1）歳入の確保と経費節減 関係課

　　〃　　中項目 ①　財政健全化のための計画策定 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

･　財政改革プログラム５カ年計画を策定し、計画的かつ健全な財政運営を維持する。

・　財務数値の目標値の設定

　　　　経常収支比率　　８０％以下　

　　　　公債費比率　　　１５％以下

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続財政課計画策定（財政
改革プログラ
ム）

実施
公表

実施
公表

実施
公表

実施
公表

1

継続財政課財政状況の公表 実施 実施 実施 実施 実施2

新規財政課公会計制度改革
への対応

調査･検討
公有財産台帳
の整備

公有財産台帳
の整備

H20年度決算の
財務諸表（総
務省改定モデ
ル）の作成

3

期待する効果

・　財政運営の基本方針として、財政改革プログラム５カ年計画を定め、公表すること

　により、市民への説明責任が図られ、行財政改革を強力に推進できる。

19



大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （1）歳入の確保と経費節減 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ②　財政運営の健全化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

･　今後の財政見通しでは、毎年度財源不足が見込まれることから、予算編成方式を

　見直し、経費節減に努め、歳出の抑制を図る。

・　補助金、単独扶助費等の見直しを行い、歳出の抑制を図る。

・　公債費の抑制

　　（１）繰り上げ償還の実施

　　（２）借り入れ上限額の設定（臨財債等、国の制度的な起債を除く）→25億円以下

    （３）交付税措置率の高い起債の借り入れ→措置率50％以上

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

終了財政課予算編成の枠配
分方式の導入

一部実施
（政策経費の
内示方式）

一部実施
（政策経費の
内示方式）

検討1

終了財政課予算編成時にお
けるインセン
ティブ方式の導

検討 検討2

継続財政課扶助費の見直し － － 実施 実施 実施3

3(1)①4に
統合

財政課単独事業扶助費
の見直し

4

継続財政課公債費の抑制 検討 実施 実施 実施5

期待する効果

・　経費節減による財政運営の健全化が図られる。

※　インセンティブ方式　→　各部署が、経費節減や増収を実現した場合、その一定割合を翌年度予算に上積みして還元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　する方式。
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大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （1）歳入の確保と経費節減 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ③　自主財源の確保 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

･　自主財源の安定的な確保を図るため、自主財源の太宗をなす市税などの収納率

　改善を図る。

・　自主財源の安定的な確保を図るため、公有財産や保管現金等について、効率的・

　効果的な運用を図る。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続収納管理
課

市税の徴収率の
向上

91.0％以上 91.2％以上 91.9％以上 92.4％以上 92.6％以上1

継続建築住宅
課

住宅使用料の収
納率の向上

78.0％以上 78.5％以上 79.0％以上 79.5％以上 80.0％以上2

継続子育て支
援課

保育料の収納率
の向上

95.6％以上 95.8％以上 96.0％以上 96.2％以上 96.4％以上3

継続財政課市有財産の遊休
地売却（普通財
産・道路残地や
国有財産の譲渡
による里道等の
行政財産）

実施 広報等による
公告の実施

広報等による
公告の実施

広報等による
公告の実施

広報等による
公告の実施

4

継続財政課未使用施設の有
効利用（民間等
への貸付）

検討 実施 実施 実施5

継続（変
更）

財政課
出納室

公金預金の安
全・確実かつ有
利な管理

－ 実施 実施 実施6

継続財政課
情報行政
課

広報、ホーム
ページ等への広
告等の掲載

導入可否の決
定

実施 実施 実施7

継続財政課公用車更新等に
伴う売却処分の
実施

実施 実施 実施 実施8

新規財政課
企画調整
課・税務
課

ふるさと納税へ
の対応

検討・実施 実施9

期待する効果

・　自主財源の確保により、安定的な財政運営が維持できるとともに、経常収支比率等、

　各種財務数値の向上が図られる。
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大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （1）歳入の確保と経費節減 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ④　受益者負担の適正化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　公平性、平等性の観点から、サービスの質・量とそれに見合うトータルコスト等を

　考慮し、適正な受益者負担となるよう、使用料・手数料などの見直しを行う。また、

　見直しのサイクルを決定し、現時点での見直しの有無を判断する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続財政課施設使用料の見
直し

検討 実施（指定管
理者制度への
移行と併せて
実施）

実施（指定管
理者制度への
移行と併せて
実施）

実施（指定管
理者制度への
移行と併せて
実施）

1

継続財政課普通財産貸付料
の見直し（減免
基準等を含む）

検討 実施 実施 実施2

期待する効果

・　適正な受益者負担を求めることにより、公平性・平等性が向上する。

・　定期的な見直しにより、社会経済情勢に的確に対応できる。

大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （1）歳入の確保と経費節減 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ⑤　内部管理経費の節減 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　内部管理経費全般について徹底的な見直しを行い、経費の節減･合理化を図る。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続財政課コピーカウン
ター料の削減
（コピー機の入
札による一斉導
入）　

一部、無償賃
借の導入の実

施

一部、無償賃
借の導入の実

施

一部、無償賃
借の導入の実

施

一部、無償賃
借の導入の実

施

実施1

継続財政課内部事務経費の
削減（賃金・需
用費外）

－ 枠配分方式の
導入により実

施

シーリング方
式により実施

シーリング方
式により実施

2

期待する効果

・　内部事務経費の大幅削減による歳出予算のスリム化と、政策経費充当財源の確保
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大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （2）補助金等の整理・合理化 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ①　補助金等の整理・合理化 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　補助金交付要綱の整備を行い、各補助金の終期を定め、定期的に見直しを行う。

　　①　運営補助金を廃止し、育成補助金制度を導入

　　②　サンセット方式の導入

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

終了財政課補助金交付要綱
の整備

旧鹿屋市は合
併までに実施

済み

実施 実施 実施 実施1

新規財政課補助金、負担金
の見直し

H22までの見
直し方針の検

討

見直し方針の
進捗管理

見直し方針の
進捗管理

2

期待する効果

・　市民への説明責任が果たせる。

・　定期的な見直しにより、削減が図られる。

※　サンセット方式　→　事務事業や補助金について、太陽（Ｓｕｎ）が沈む（ｓｅｔ）ように期限を定める手法。

大綱における推進方針 3　自主性・自立性の高い財政運営の確保 主管課 財政課

取組みでの大項目 （3）公共工事コストの縮減等 関係課 関係各課

　　〃　　中項目 ①　公共工事コストの縮減等 実施期間 H17～H21

中項目の具体的な内容

・　入札や契約に対する市民の信頼を確保するため、「公共工事コスト縮減計画」

　を策定し、より透明性のある電子入札制度の導入を検討する。

実施課
関係課

具体的な取組み 区分
H17 H18 H19 H20 H21

年度別取組みスケジュール

継続都市政策
課
財政課

公共工事コスト
縮減計画の策定

実施 実施 実施 実施1

継続財政課
情報行政
課

電子入札制度等
の導入

検討 検討 検討 実施 実施2

期待する効果

・　公共工事コスト縮減計画の策定により、経費削減が図られる。

・　入札制度の見直しにより、透明性の確保が図れる。
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